
薬事日報　薬学生新聞

　こんにちは。メディセレのしゃっち
ょう、児島惠美子です。106回薬剤師
国家試験の施行要領が発表されまし
た。ついに来年の試験から合格基準が
相対基準となります。みんなは正解し
ているのに自分は間違えてしまったと
いう、正答率の高い問題を間違えるこ
とが致命傷になります。模擬試験には
積極的に参加し、その穴を見つけて埋
めていきましょう。
　そうはいってもコロナ禍の中、モチ
ベーションが上がりにくいですね。
そんな時に使ってほしいのが「色彩
心理学」です。

メディセレスクール

社長

児島 惠美子

　人は無意識のうちに自分の心理状
態で色を選んでしまうことをご存じ
ですか？色とは可視光線であり、目
で見ることができる電磁波です。そ
の波長が脳に認識され、刺激が起こ
るので、その時の自分に合う波長を
無意識に求めるとされています。そ
れを逆手に取り、自分の望む心と身
体にするために色を選ぶ！という方法
です。
　モチベーションアップに効果的な色
はズバリ、「オレンジ」です。メディ
セレのスクールカラーはオレンジなの
ですが、私は心理カウンセラーでもあ
りますので、その意味からオレンジに
したのです。
　経営色彩学という学問もあります。

店舗の色彩からお店のコンセプトも垣
間見えるのですよ。昔のマクドナルド
は赤と黄色の店舗でした。これはお客
さんを落ち着かせず、回転数を上げた
いという戦略からくるものです。しか
し、現在はウッディ調のスターバック
スが流行り、落ち着いてゆっくりして
いってくださいというコンセプトが
受けたので、マクドナルドもマック
カフェとし、ウッディ調を取り入れ始
めました。
　人生にはいろんなことが起こりま
す。落ち込む時もあります。そんな時
のためにサムシングオレンジ！何かオ
レンジ色のモノを持って、目の刺激か
らモチベーションを上げて頑張りまし
ょう！

オレンジ色で意欲向上！
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　健康保険組合連合会が
８月に実施した調査で、
かかりつけ薬局・薬剤師
を持つ患者が増え、約２
割に上ることが分かっ

た。依然として地理的な理由で薬
局を選択している患者が大半を占
めていたものの、副作用の説明な
ど薬局・薬剤師の対人業務に期待
する声が全体の３分の１を占め
た。地域の患者ニーズへの対応力
が薬局経営で重要な要素になりそ
うだ。
　同調査は、新型コロナウイルス
の影響で患者の受療行動や意識変
化を把握する目的で実施したも
の。札幌市内で開かれた日本薬剤
師会学術大会の分科会で、健保連
理事の幸野庄司氏から薬局・薬剤
師に関連した調査結果が紹介され
た。
　病院や診療所を受診した際にど
こで薬を受け取っているかを聞い

たところ、「受診した医療機関の
近くの薬局」が61％、「受診した
医療機関」が19％となった一方、
「いつも決まった薬局（ただし、
薬剤師は決まっていない）」が11
％、「いつも決まった薬剤師、薬局」
が７％となった。２割近くがかか
りつけ薬局を持つようになるな
ど、増加傾向がうかがえる結果と
なった。
　薬局をいつも利用している主な
理由について、患者が依然として
「立地」を重視して薬局を選んで
いたが、「薬剤師が副作用や注意
事項などをきちんと説明してくれ
る」「ジェネリック医薬品など薬
代が安くなることを説明してくれ
る」など、薬剤師の対人業務を挙
げる回答も多かった。少数ではあ
るものの、「オンライン服薬指導
を実施しているから」との回答も
見られた。

（2020年10月14日掲載）

　厚生労働省の
「薬剤師の養成
および資質向上
に関する検討
会」は９月11
日、薬剤師業務
や薬学教育など
現状の課題につ
いて意見交換し
た。構成員から
は、医師など他
職種の薬剤師の
業務内容に対す
る理解が進んで
いないことや連
携不足を厳しく
指摘する声、大
学のカリキュラムを削減してでも
臨床研修の充実を求める意見など
が上がった。
　この日の検討会では、７月の初
会合に続き、薬剤師業務、薬学教
育、薬剤師の確保などにおける課
題について意見交換した。薬剤師

業務の課題として、政田幹夫構成
員（大阪薬科大学学長）は「病棟
薬剤師が服薬指導しているだけ
で、医師と関わっているかが問題
だ。医師と話さないと処方箋は変
わらないし、重大な責任がある」
とし、「そのような職能であると
考え直さないといけないが、現在
の薬剤師の職能はかけ離れてい
る」と厳しく指摘した。
　山口育子構成員（ささえあい医
療人権センターＣＯＭＬ理事長）
も、特定機能病院への立入検査で
ヒアリングを行った経験を踏まえ
「他職種が薬剤部で何を行ってい
るか分からないとの意見がかなり
出た。医療者が薬剤師の仕事を理
解していないのが問題」とした。
　薬学教育の面では、初会合でも
医師と比べて薬剤師の臨床研修の
不十分さを指摘する声が上がった
が、この日も山口氏が「現場への
シームレスな教育で抜けているの
が臨床研修だ。医師と同様に薬剤
師も実施すれば、お互いの業務が
分かると思う」と訴えた。

（2020年９月14日掲載）

　厚生労働省は10月８日、
医薬品医療機器等法の施行
規則を一部改正する省令案
を公表した。都道府県によ
る地域連携薬局と専門医療

機関連携薬局の認定制度について、
地域連携薬局では地域包括ケアシス
テムの研修を修了した常勤薬剤師を
一定数以上配置すること、専門医療
機関連携薬局では癌に関する専門性
の認定を受けた薬剤師の配置などを

認定基準とした。11月６日まで一
般からの意見募集を行っている。
　改正薬機法では、患者が地域で療
養環境を移行する場合でも安全で有
効な薬物療法を切れ目なく受けられ
ることを目指し、都道府県知事の認
定によって地域連携薬局、専門医療
機関連携薬局の名称を表示すること
が可能となる。
　省令案では、各薬局の具体的な認
定基準を示した。入退院時の医療機

関との情報連携や在宅医療に一元的
・継続的に対応できる地域連携薬局
は、他の医療機関と情報共有する体
制として、地域の医療機関に勤務す
る薬剤師などに利用者の薬剤の使用
情報を随時報告、連絡できる体制の
整備、他の薬局に薬剤の使用情報を
連絡できることなどを求めた。
　利用者に安定的に薬剤を提供する
ため、開店時間外の相談応需体制、
他の薬局に医薬品を提供する体制な
どを整備するとしたほか、地域包括
ケアシステムに関する研修を修了し
た常勤薬剤師を一定数以上配置する
こと、在宅医療に関する一定程度の
取り組み実績なども必要とした。

　癌に関する専門的な薬学管理につ
いて、他の医療機関と連携して対応
できる専門医療機関連携薬局では、
癌に関する薬剤の使用情報を専門的
な医療を提供する医療機関の薬剤師
等に随時連絡できること、厚労省の
基準に適合する団体が専門性を認定
した薬剤師を配置するよう求めた。
　これら認定を受けた薬局の開設者
に対しては、地域連携薬局等である
ことや薬局の機能に関する説明を掲
示するほか、薬局開設者の氏名など
を変更した場合は30日以内に認定
証を交付した都道府県知事に届出を
提出するよう求めている。

（2020年10月12日掲載）

臨
床
研
修
求
め
る
声
強
ま
る

薬
剤
師
業
務
の
理
解
進
ま
ず

薬剤師の対人業務に期待も

「かかりつけ」持つ患者増加

薬機法規則改正で省令案
薬局認定制度の基準示す

健
保
連

厚労省検討会

厚
労
省

第 82 号 2020（令和２）年11月 1 日　日曜日 （ 7 ）


